
                　　　　　　主        　　　文
      　被告人Ａを罰金２０万円に処する。
        その罰金を完納することができないときは，金５０００円を１日に換算し
た期間同被告人を労役場に留置する。
        被告人Ａは，競売入札妨害の公訴事実については，無罪。
　　　　被告人Ｂ，同Ｃ及び同Ｄは，いずれも無罪。
                　　　　　　理        　　　由
（罪となるべき事実）
　被告人Ａは，兵庫県宝塚市ａｂ丁目ｃ番ｄ号に本店を設け，土木工事等を業とす
る株式会社Ｅ組（以下「Ｅ組」という。）の代表取締役として同社の業務全般を統
括・管理していたものであるが，Ｅ組の業務に関し，Ｆと共謀の上，Ｅ組が神戸市
ｆ区ｇ町ｈ字ｉｊ番地のｋに神戸支店を開設して特定建設業を営むにあたり，平成
１１年６月２８日ころ，同県西宮市ｌ町ｍ番ｎ号兵庫県西宮土木事務所において，
情を知らない行政書士Ｇを介して，同土木事務所建設課係員に対し，真実は，同支
店には専任の技術者を置いていないのにもかかわらず，変更届出書に添付する専任
技術者証明書に，同支店に上記Ｆを専任の技術者として置いている旨虚偽の記載を
して，変更届出書とともに提出したものである。
（証拠の標目）
　省略
（法令の適用）
１　罰条
　　刑法６０条，平成１５年法律第９６号公益法人に係る改革を推進するための国
土交通省関係法律の整備に関する法律２条による改正前の建設業法４６条１項２
号，同改正前の同法４８条，建設業法１７条，平成１１年法律第１６０号中央省庁
等改革関係法施行法１０３０条により同法による改正前の建設業法１１条１項，建
設業法１５条２号，建設業法施行規則９条，平成１２年建設省令第４１号中央省庁
等改革のための関係建設省令の整備に関する省令２条により同省令による改正前の
同法施行規則１３条
２　刑種の選択
　　罰金刑選択
３　労役場留置
　　刑法１８条
（競売入札妨害の公訴事実についての無罪理由）
　＜以下の説明においては，被告人４名の捜査段階の供述調書（ただし，立証趣旨
を供述経過としているため非供述証拠として採用されているものを除く）を併せて
「本件自白調書」という。＞
１　本件競売入札妨害被告事件の公訴事実は，「被告人Ａは，平成１０年３月１６
日に入札が行われた兵庫県宝塚市発注にかかる公共下水道（第Ｌ０４工区）Ｈ汚水
幹線管路施設工事の指名競争入札参加業者として指名された株式会社Ｅ組の代表取
締役，被告人Ｂは，同社従業員，被告人Ｃは，同社の営業を担当しているもの，被
告人Ｄは，宝塚市下水道部下水道建設課係長として同市が発注する公共下水道事業
に係る工事の設計，施工及び管理監督の職務に従事していたものであるが，共謀の
上，設計金額の内報により同工事を同社に有利な金額で落札させようと企て，同月
中旬ころ，兵庫県宝塚市ｏ町ｐ番ｑ号宝塚市役所下水道部下水道建設課において，
被告人Ｄが，被告人Ｂに対し，同工事の予定価格算定の基礎となる設計金額が消費
税相当額を控除しておよそ６４００万円である旨教示することにより同工事の予定
価格を推認させ，よって，同月１６日，上記宝塚市役所２－５会議室において行わ
れた同工事の入札に際し，被告人Ｃが，消費税相当額を控除した予定価格６０９０
万円に極めて近い５９００万円で入札して，同工事をＥ組において落札し，もっ
て，偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為をした。」というものである。
２　本件事案の概要及び争点
  (1)　まず，兵庫県宝塚市発注にかかる公共下水道（第Ｌ０４工区）Ｈ汚水幹線管
路施設工事（以下「本件工事」という。）について，以下の事実が認められ，この
事実については，特に争いはない。
　　ア　平成１０年２月１８日，本件工事の設計金額が６４１１万５０００円（消
費税込み価格６７３２万７５０円）と決定され，また，本件工事の最低制限価格が
４２６０万円（消費税込み価格４４７３万円），落札予定価格は，６０９０万円
（消費税込み価格６３９４万５０００円）と算定された。



　　イ　同年３月３日，指名業者選定委員会において，Ｅ組ほか７社が本件工事の
指名業者に選定された。
　　ウ　同月１６日，指名競争入札が行われ，Ｅ組が，５９００万円（消費税込み
価格６１９５万円）で本件工事を落札し，翌１７日，宝塚市とＥ組との間で本件工
事の請負契約が締結された。
　(2)　そして，検察官は，本件工事の入札に関して，起訴状記載の公訴事実のとお
り，同月中旬ころ，宝塚市下水道部下水道建設課係長である被告人Ｄが，宝塚市役
所の同課において，Ｅ組の従業員である被告人Ｂに対し，本件工事の設計金額が消
費税相当額を控除しておよそ６４００万円である旨教示したと主張し，これに沿う
証拠として，本件自白調書が存する。検察官が本件の立証において，この本件自白
調書に依拠していることは，本件の証拠構造やこれまでの審理状況に照らし明らか
である。
　　　これに対し，弁護人らは，被告人Ｂが，そのころ宝塚市役所の同課に赴き被
告人Ｄと会った事実はないことはもちろん，そもそも被告人Ｂは，本件工事におけ
る指名通知から落札までの一連の経過にも一切関与していないとして，本件自白調
書の信用性を否定して，被告人４名は無罪である旨主張し，各被告人も，公判廷に
おいてこれに沿う供述をしている。
      そこで，以下，本件自白調書の信用性について検討する（なお，弁護人ら
は，本件自白調書は，捜査官の違法・不当な取調べにより作成されたものであっ
て，いずれも任意性はなく証拠から排除されるべきものである旨主張するところ，
当裁判所は，その審理の過程において，既に本件自白調書につき任意性を認めてこ
れらを取り調べ，あるいは，証拠排除の申出につき職権を発動しない旨判断してい
るので，この点については改めて判断を行わない。）。
３　本件自白調書の概略
　　本件自白調書の個々の内容は，各被告人の立場からそれぞれ異なる面はあるも
のの，本件工事における指名通知から落札までの一連の経過に係る基本的部分は相
互に符合しており，本件自白調書の内容を，その信用性の判断に必要な点を中心に
まとめると，おおよそ以下のとおりである。
  (1)  平成１０年３月３日，被告人Ａは，宝塚市理財課からＥ組が本件工事の入札
業者に指名された旨の通知を受け，同課を訪れ，指名通知書，工事設計書，設計図
面等を受領し，Ｅ組事務所に戻った。
　　　同日，被告人Ａは，本件工事を落札するために，ほかの指名業者との談合を
行うことを決意し，Ｅ組事務所において，被告人Ｃ及び被告人Ｂに対して，本件工
事の上記関係書類を示した上，被告人Ｃに対し，ほかの指名業者との間の談合を行
うように，被告人Ｂに対し，本件工事の設計金額の積算作業をし，設計金額を予測
した上，被告人Ｄから設計金額の情報を聞き出すようにそれぞれ指示した。
　(2)　そこで，被告人Ｂは，Ｅ組工事部長Ｉにも手伝わせて，約３日ぐらいをかけ
て本件工事の設計価格の積算作業をし，本件工事の消費税抜きの設計価格を約６７
００万円と予測した上，積算作業が終わったことを被告人Ａに報告した。
　(3)　他方，被告人Ｃは，Ｅ組が本件工事の指名業者となった翌日の同月４日から
ほかの７指名業者に対し，Ｅ組を本件工事の落札予定業者とするよう交渉を開始
し，同月１０日ころまでには，各業者から承諾を得て，同日ころにはＥ組が本件工
事の落札予定業者となることが決定した。
　(4)　被告人Ａは，被告人Ｂから本件工事の設計価格の積算作業が終了した旨の報
告を受け，また，被告人Ｃから，Ｅ組が本件工事の落札予定業者となることが決定
したとの報告を受けたことから，被告人Ｂに対し，宝塚市役所に出かけ，被告人Ｄ
から本件工事の設計金額を聞いてくることを指示した。
　(5)　被告人Ｂは，同月１１日ころ，積算作業により予測した６７００万円の設計
金額を記載した設計書を持って，宝塚市役所下水道部下水道建設課を訪れ，被告人
Ｄに対し，本件工事の設計金額を教示してくれるよう依頼した。被告人Ｄは，本件
工事の設計金額が記載された予算差引簿で本件工事の正式な設計金額を見て，Ｂの
提示した予測設計金額が，正式の設計金額に比して約５パーセント高いことを確認
し，被告人Ｂに対し，その旨教示し，被告人Ｂは，被告人Ｄの教示により，本件工
事の正式な設計金額が，消費税を控除して約６４００万円であることを確認した。
　(6)　被告人Ｂは，Ｅ組事務所に戻り，被告人Ａ及び被告人Ｃに対して，被告人Ｄ
からの教示により，本件工事の正式な設計金額が約６４００万円であることが判明
した旨を伝えた。
　　　そして，被告人Ａ，被告人Ｂ及び被告人Ｃは，被告人Ｂが聞いてきた約６４



００万円の設計金額を基にして，Ｅ組としての入札金額を決定するためのいわゆる
歩引き作業を行い，Ｅ組としての入札金額を５９００万円とすることに決定した。
　(7)　被告人Ｃは，Ｅ組としての入札金額が５９００万円と決まったことから，同
月１３日ころから同月１５日ころにほかの指名業者に対して，ほかの指名業者が入
札の際に記載すべき金額を伝達した。
　(8)　本件工事の指名競争入札は，同月１６日，宝塚市役所で行われた。Ｅ組から
は，被告人Ａから委任を受けた被告人Ｃが参加し，Ｅ組が５９００万円（消費税込
み価格６１９５万円）で本件工事を落札した。
４　本件自白調書の信用性について
　(1)　そこで，本件自白調書の信用性について検討するに，本件自白調書は，その
内容が相応に具体的で，その内容自体に特に不自然・不合理な点はなく，また，基
本的部分において相互に符合しているとはいえ，各被告人が公判廷において，一様
に被告人らに対する取調べにおいて，取調官から暴行・脅迫ないし誘導があり，こ
れにより意に沿わない自白や虚偽の自白がなされたなどと供述し，本件公訴事実に
ついて無罪を主張していることに照らすと，本件自白調書の信用性を安易に認める
ことは相当ではなく，その判断は厳に慎重でなければならない。
　(2)　そして，本件自白調書中，被告人Ｂが本件工事の指名通知から落札に至る一
連の経過について関与した点については，これを裏付ける客観的証拠は，全く存し
ない。
      この点，検察官は，押収してある平成９年度工事設計書（工事番号Ｇ９ー１
６）（平成１３年押第２１０号の２，以下「本件工事設計書」という。）に，Ｉの
筆跡と被告人Ｂの筆跡が存することをもって，被告人Ｂが本件工事の積算を行った
ことを裏付けるものと主張する。
  　　たしかに本件工事設計書には，Ｉの筆跡のほか，被告人Ｂの筆跡が存する。
しかしながら，Ｊ，Ｋ及びＲの警察官調書，Ｉの公判供述，並びに兵庫県弁護士会
会長作成の回答通知書等によれば，入札指名業者は，宝塚市から金額抜きの工事設
計書を受け取って持ち帰ること，この金額抜きの工事設計書には，第１頁に赤い丸
印が押されていること，入札指名業者は，入札の際には，この赤い丸印の押された
工事設計書の原本を宝塚市役所に返還することになっていること，そのため，入札
指名業者は，積算の際，工事設計書の原本には何も記入せず，各自，原本をコピー
するなどして使用していること，そして，宝塚市は，入札の際に返還を受けた赤い
丸印の押された工事設計書の中から数通を落札業者に交付し，落札業者が自由に使
用しうるようにしていることが認められる。
      以上の事実からすると，その第１頁に赤い丸印が押されている本件工事設計
書は，入札日，すなわち，平成１０年３月１６日以降に，Ｅ組が宝塚市から受け取
ったものといえるから，本件工事設計書への書込みも当然同日以降になされたもの
ということができる。
　　　そうすると，本件工事設計書に，被告人Ｂの筆跡が存するとしても，被告人
Ｂが入札前に本件の積算をしたことにはならないから，本件工事設計書は，被告人
Ｂの関与を裏付けるものとはいえない。
　　　また，検察官は，・本件工事の積算が行われた当時，Ｅ組では，被告人Ｂと
Ｉの２人が積算を担当していたところ，Ｉは，主に民間が発注した工事の積算を担
当しており，Ｉ１人では公共工事の積算をすることはできないから，被告人Ｂが，
本件工事の入札前にこの積算をしたことは明らかであり，・本件工事では，談合に
より，Ｅ組が本件工事を落札することが決まっていたため，本件工事設計書に積算
金額を記載したまま，宝塚市役所に提出し，それを含めた数部をＥ組に持ち帰った
ものと考えれば，被告人Ｂが本件工事の積算をしたことと矛盾しないと主張する。
　　　しかしながら，・については，宝塚市役所下水道建設課長作成の「被告人Ｄ
に対する競売入札妨害被告事件について（回答）」と題する書面によれば，Ｅ組は
平成９年１０月３１日を契約日とする公共下水道（第Ｌ８工区）Ｌ汚水幹線管路施
設工事を受注していることが認められる一方，捜査復命書（１５２，ただし，不同
意部分を除く。）によれば，被告人Ｂは，平成９年１０月１６日から同年１１月１
４日までの間，国立循環器病センターに手術前の検査診療のために検査入院してい
ることが認められることからすれば，Ｅ組は，被告人Ｂが入院中においても，被告
人Ｂによる積算を要することなく公共工事を受注していることが明らかであるか
ら，検察官の主張は採り得ず，・についても，談合ができているとはいえいわゆる
談合やぶりの可能性があることや，談合ができているからといって，あえて工事設
計書の原本を利用して積算をしなければならない理由も必要性もないことなどから



すると，その主張内容自体が不自然である上，この主張は推測の域を出るものでな
いから，この主張も採用の限りでない。
  (3)  さらに，被告人Ｄが被告人ＢないしＥ組に対し，本件工事の設計価格を教示
するのであれば，そのような行為をする理由や背景事情が存してしかるべきである
のに，本件自白調書中にはこうした点についての記載がないか，あっても説得力に
欠けたものといえる。
　　　すなわち，
　　ア　まず，本件自白調書中には，本件工事の設計価格を教示するいわば見返り
として，被告人ＢないしＥ組から，被告人Ｄに対し，金品の授受等何らかの利益供
与ないしその約束がなされたなどの記載はない。そして，その他関係証拠中にもこ
れをうかがわせるものは皆無といえる。
　　イ　次に，本件自白調書中には，被告人Ｄと被告人Ｂや被告人Ａとの関係につ
いて，被告人ＤがＥ組の事務所を訪ねたことがあるとか，Ｅ組が被告人Ｄに対し年
賀状を出しているといった両者の間の交友関係に関する記載があるものの，その内
容は業者と役所の関係部署の担当者との間の通常の付き合いの程度を超えるもので
はなく，いわゆる癒着をうかがわせるようなものとはいい難い。
　　ウ　また，被告人Ｄの警察官調書中には，被告人Ｄが，被告人Ｂに対し，本件
工事の設計価格を教示した理由について，Ｂさんのように年を取りたいと思うほど
慕っていたとか，役所を定年退職後は，Ｅ組に雇って貰おうという気持ちがあった
といったふうに，被告人ＢやＥ組に対する好意から本件犯行を行ったかのような記
載があるものの，本件犯行を行う理由としては納得しうるものとはいえない。
　　　　そうすると，本件自白調書中には，被告人Ｄが被告人ＢないしＥ組に対
し，本件工事の設計価格を教示する理由や背景事情について，納得しうる記載がな
いのであって，これらの点についての記載を欠いている点で，本件自白調書は，不
自然なものといえる。
　(4)　上記(1)ないし(3)で指摘したことからすると，本件自白調書の信用性は，そ
れ自体でも決して十分なものとはいい難いのであるが，さらに，本件では，後記の
とおり，弁護人らが，本件工事の指名通知から落札に至る一連の経過に被告人Ｂが
一切関与していないことについて，被告人Ｂの当時の健康状態，勤務状況及び行動
等に即して，具体的な根拠を示して積極的な主張をしているところ，この主張が認
められれば，本件自白調書の信用性が全く覆されることは明らかといえる。
　　　そこで，以下項を改め，この弁護人らの主張について，更に詳細に検討す
る。
５　被告人Ｂが本件工事の指名通知から落札に至る一連の経過に関与していないと
する弁護人らの主張について
　(1)　弁護人らは， 被告人Ｂは，本件当時，病気のためＥ組を退職し，自宅療養
を続けていたものであって，Ｅ組には出勤しておらず，しかも本件で被告人Ａが被
告人Ｂに対し積算を指示したとされる平成１０年３月３日や，それに続く積算がな
されたとされる時期には，被告人Ｂは親戚の葬儀等のため宮崎県にいたもので，Ｅ
組ないし宝塚市役所に行くことができず，さらに，被告人Ｂは，本件犯行日に近い
同月１０日ころには，Ｅ組の事務員であるＮから健康保険証の返却を求められて怒
ってこれを返却しているのであるから，そのような被告人Ｂが，Ｅ組が本件工事に
おいて行った設計金額の積算や入札価格の決定等といった本件工事の指名通知から
落札に至る一連の経過に関与することはありえないと主張する。
　(2)　そして，被告人Ｂは，公判廷において，本件工事における自らの関与を全面
的に否定した上，そのようにいえる根拠について，以下のとおり，具体的かつ詳細
な供述をしている。すなわち，
　　・　被告人Ｂは，平成９年９月ころ，心臓病のため手術が必要なことがわか
り，大阪の循環器病センターに入院して手術を受け，翌平成１０年１月１０日ころ
に退院した。そして，その後は，ずっと自宅で療養をしており，平成１０年３月こ
ろも自宅療養を続けていた。
　　・　被告人Ｂは，上記の病気のため，平成９年秋の入院したころにＥ組を退社
した。Ｅ組にもその旨を伝えており，Ｅ組からの給料は，平成９年９月ころまで銀
行振込によりもらっていたが，同年１０月以降の分はもらっていない。
　　・　被告人Ｂは，保険証が退職後１年間は有効であり，療養中でもあるので，
Ｅ組を退社しても，この保険証を継続して使用していた。それにもかかわらず，平
成１０年３月９日ころ，Ｅ組の事務員であるＮから，保険証を返すように言われ腹
が立った。



　　　　翌１０日ころ，被告人Ｂは，Ｅ組に行き，保険証と平成１０年３月９日付
けの書面（裁判所注，「現在使わしていただいている保険証は持ってきました。一
応返しておきます。誰が側について恰好つけたのか知らないが？覚えておけよ。Ｎ
殿。３／９　Ｂ」との記載されている。平成１３年押第２１０号の３）とを一緒に
Ｅ組に持参して，Ｎに保険証と上記書面をたたきつけるようにして渡して帰った。
　　・　被告人Ｂは，同人の妻の妹に当たるＯが同月２日に死亡したので，同月３
日に宮崎県まで行き，翌４日の葬儀に出席するなどし，同月５日か６日ころに兵庫
県宝塚市の自宅に戻った。
　　　　以上のとおりである。
　　　　また，公判廷において，被告人Ａ及び被告人Ｃも，被告人Ｂは当時Ｅ組に
は出勤しておらず，本件工事には関与していないとして，被告人Ｂの公判供述に符
合する供述をし，被告人Ｄも本件工事に関し，被告人Ｂと関わりを持ったことはな
いとして，その範囲でこれに沿う供述をするに至っている。
　(3)　被告人Ｂの公判供述の裏付けについて
    　この被告人Ｂの公判供述には以下のとおり，多くの裏付けがある。
　　ア　①について，捜査関係事項照会書謄本，捜査復命書（不同意部分を除
く。）及び捜査関係事項照会回答書によれば，被告人Ｂは平成９年９月２９日，Ｓ
病院の紹介で国立循環器病センターを受診し，心臓大動脈弁閉鎖不全，肥大型心筋
症の手当を受けた上，同年１２月１０日には腹部大動脈瘤人工血管置換手術を受
け，平成１０年１月７日に退院していること，退院時の状態は，中等度の心臓弁膜
症（大動脈閉鎖不全症）であり，中等度以上の運動や肉体労働は困難であったが，
短時間の軽度の身体活動（平地歩行）や短時間の事務作業は可能であったこと，退
院後は同月２９日に同センターに通院し，その後，Ｓ病院に通院し，同年３月９
日，同月２３日，同年４月２０日に投薬を受けていることが認められる。
　　イ　・について，Ｔ信用金庫作成の総合振込金受取書によれば，被告人Ｂには
Ｅ組から平成９年９月分まで，Ｔ信用金庫への振込によって給料が支払われていた
が，同年１０月分からは支払われていないことが認められる。
        また，兵庫県弁護士会会長作成の回答通知書によれば，被告人Ｂは，兵庫
労働局職業安定部に対し，平成９年１０日５日にＥ組を退職したとして，同年１１
月１７日に離職票を提出して雇用保険請求手続きを行っていることが認められる。
　　　　さらに，兵庫県弁護士会会長作成の回答通知書によれば，被告人Ｂは，平
成１０年３月１日，建設業退職金共済事業本部に対し，Ｅ組を退職したことを理由
として，退職金を請求し，同年４月３０日，退職金８３万５０８０円が支給された
ことが認められる。
        加えて，押収してある出勤簿（平成１３年押第２１０号の１）によれば，
同出勤簿には，平成９年１０月の上旬を中心に被告人Ｂが１０日間出勤している旨
の記載を最後に，平成１０年１月まで被告人Ｂが出勤している旨の記載はなく，同
年２月からは被告人Ｂの名前自体が出勤簿から消えていることが認められる。
　　ウ　・について，Ｎの公判供述，押収してある「現在使わして」で始まる書面
１枚（平成１３年押第２１０号の３）によれば，Ｅ組の事務員であったＮは，平成
１０年３月９日に健康保険組合から「本人（裁判所注，被告人Ｂを指す。）が辞め
たと言っているけど，辞めたんやったら保険証を返してもらわんと」という電話が
あったので，被告人Ｂに連絡をしたこと，翌１０日ころ，被告人Ｂが，Ｅ組に来
て，Ｎに対し，誰が横におって恰好付けたんや，ひとまず返すと怒鳴り，上記の書
面と保険証を渡し，怒って帰って行ったことが認められる。
  　エ　・について，戸籍謄本，押収してある香典袋１枚（平成１３年押第２１０
号の４）並びに，Ｐ及びＱの警察官調書，捜査復命書等によれば，被告人Ｂの妻の
妹Ｏが平成１０年３月２日に死亡したこと，被告人Ｂは，宮崎県西臼杵郡ｒ町で行
われた同月３日の通夜，４日の葬儀，５日の身内での寺参りにそれぞれ参列し，６
日の昼頃に自宅に向け帰ったことが認められる。
      　なお，これらの・ないし・の各事実が存在すること自体については，検察
官から格別具体的反論や反証はなされていない。
　(4)　そうすると，上記(2)の被告人Ｂの公判供述は，その主要な点において裏付
けられており，十分に信用することができる。
      なお，被告人Ｂの公判供述やこれに沿う他の被告人らの公判供述に対して
は，被告人４名は，いずれも捜査段階において，被告人Ｂの関与を含めて本件の犯
行を認める供述をしていたにもかかわらず，公判段階に至って突如否認に転じ，被
告人Ｂの関与を否定し始めたものであって，こうした供述の経緯からすると，被告



人４名の公判供述は，自己の刑責を免れるためのものであって，信用することがで
きない，とする反論も考えられる。
  　　しかしながら，被告人４名が，本件について取り調べを受けた時期は，平成
１２年１２月であって本件の公訴事実である平成１０年３月ころから約２年９か月
が経過している上，被告人４名が供述を求められた公共工事の入札や積算といった
事項は，各被告人にとって日常的な業務に関する事柄であって，それ自体格別鮮明
な記憶が残るものとはいえないことからすると，被告人４名が，取調べの時点にお
いて，被告人Ｂの本件当時の状況等について直ちに思い出せなかったとしても，必
ずしも不合理とはいえないから，上記の反論は説得的なものとはいえない。
６　本件自白調書の信用性についてのまとめ
　　以上の検討によると，被告人Ｂは，平成１０年３月３日から６日ころまでの間
は親戚の葬儀等のため宮崎県にいたのであるから，被告人Ｂが，同月３日にＥ組の
事務所において，被告人Ａから本件工事の積算を頼まれることや，その後数日間に
わたって積算をすることはあり得ず，さらに，被告人Ｂは，Ｅ組を退職し，病気療
養中の身で，同月１０日ころには使用していた保険証を返すようにいわれてＥ組に
対したたきつけるように返しているのであるから，このような立場にある被告人Ｂ
が，その翌日の１１日ころに宝塚市役所まで赴き，Ｅ組のために被告人Ｄから設計
金額を聞き出し，さらに，被告人Ａや被告人Ｃとともに，入札金額を決めるなどと
いうのは，極めて不自然・不合理であって，本件自白調書の基本的部分の信用性
は，完全に覆されたものというほかない。
　　これに対し，検察官は，被告人Ｂは，平成１０年１月７日に国立循環器病セン
ターを退院した後，病院に同年３月までの間４回しか通院しておらず，その間数時
間程度の事務作業は可能であったと思われるから，被告人Ｂが本件当時，積算を行
うなど本件工事に関与することは可能であった旨主張する。
　　しかしながら，そのような特異な状況の下で，被告人Ｂが，真実，積算をした
のであるならば，被告人Ｂの自白調書中には，上記５(2)に記載したような本件当時
の事情に関する供述が何かしらなされていてしかるべきであるのに，被告人Ｂの自
白調書中にこうした事情に関する供述が一切ないのは，不自然であり，検察官のこ
の主張は採用することができない。
７　結論
　　以上の次第で，被告人４名の本件自白調書は，被告人Ｂが本件工事に関与して
いたとするその基本的部分において，その信用性が完全に覆されている。そして，
本件自白調書を除いたとき，その他に本件公訴事実を認めるに足りる証拠はないか
ら，本件競売入札妨害の公訴事実については，結局，犯罪の証明がないことに帰着
する。
　　よって，刑訴法３３６条により，本件競売入札妨害の公訴事実については，被
告人４名全員に対し，無罪の言渡しをする。
  よって，主文のとおり判決する。
（求刑　被告人Ａ及び同Ｄにつき懲役１年６月，被告人Ｂ及び同Ｃにつき懲役１０
月）
  　平成１６年４月２６日
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